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第２次川口市緑の基本計画改訂について 
 

  経緯 

現行の第２次緑の基本計画は、２０１９年度（Ｈ３１）から２０３３年度（Ｒ１５）の１５年計画で、中間期の２０２６年度（Ｒ８）

に見直しを予定していました。 

しかしながら、昨年の令和６年１１月施行の都市緑地法の一部改正に伴い、同年１２月２０日に国土交通大臣が定めた「緑の基本方針」

（都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針）により、都市における緑地の保全や緑化の取組を国家的な観点からよ

り一層推進するため、都市緑地法第４条第１項の規定に基づき、都道府県が「緑の広域計画」を策定し、それを勘案して市区町村が「緑

の基本計画」を策定することが示されました。

これを受け、本市においても国の基本方針や埼玉県の広域計

画の目標を踏まえた計画内容の充実に努める必要性が生じ、令

和８年度に現行計画の見直しを行うよりも、新たな計画として、

(仮称)第３次川口市緑の基本計画を策定していくほうが望ま

しいと考えるものです。 

 

 

※都市緑地法第４条第１項抜粋 

（基本計画） 

第四条 市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置

で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施する

ため、基本方針に基づき（広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に

基づくとともに、当該広域計画を勘案して）、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推

進に関する基本計画（以下「基本計画」という。）を定めることができる。 

資料１ 

議題(１)① 

※ 国土交通省 HP「緑の基本方針」から抜粋 
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  改訂時期 

国策定の「緑の基本方針」に基づき、埼玉県が初の法定計画「広域緑地計画」を令和７・８年度に策定、９年度より施行で進めている

ことから、本市はそれらを勘案して令和９・１０年度に次期計画の策定、１１年度より施行を想定しております。 

川口市緑の基本計画策定スケジュール（案）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

■国（国土交通省都市局都市環境課） 12/20

「緑の基本方針」策定

■埼玉県（みどり自然課）

「第４次広域緑地計画」策定

「第４次広域緑地計画」施行

■川口市（みどり課）

「(仮称)第３次緑の基本計画」策定

緑化対策委員会へ諮問

緑化対策委員会審議・報告 ① ② ③ ④ ① ② ③ ④

緑化対策委員会から答申

「(仮称)第３次緑の基本計画」施行

令和8年度 令和9年度

令和11年度

令和10年度

項目

令和7年度

令和6年度
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  改訂内容の方向性 

次期「緑の基本計画」の内容といたしましては、国より下図のような方針が示されていることから、それに基づき、また今後示される

県の広域計画の内容を踏まえながら作成することとなります。 

今後も、国や埼玉県などの動向を注視しながら情報収集に努めて参ります。 

 

 

 

※ 国土交通省 HP「緑の基本方針の概要」一部抜粋、着色加工 

全
体
目
標 

個
別
目
標 

将来的な都市のあるべき姿 「人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-being が実感できる緑豊かな都市」 
国全体として都市計画区域を有する都市の緑地を郊外部も含め保全・創出し、そのうち市街地については緑被率が３割以上となることを目指すとともに、 

都道府県が定める全ての「緑の広域計画」及び市町村が定める全ての「緑の基本計画」において、以下の３つの都市の実現に向けた取組及び関連する指標等を位置づけることを促す 

環境への負荷が小さいカーボンニュートラル都市 
CO2 の吸収源としての役割を担う緑地の保全・整備・
管理及び緑化の総合的な取組を推進することにより、
カーボンニュートラルの実現に貢献 

人と自然が共生するネイチャーポジティブを実現した都市 
緑地の確保を進めるとともに、適切な樹林更新等による緑地
の質の向上を図り、緑地を生態系ネットワークとして有機的に
結びつけることで、広域レベルでの緑地の量的拡大・質的向
上を推進する 

Well-being が実感できる水と緑豊かな都市 
地域の実情に応じた緑地の質・量の確保を図り、精神
的・身体的な健康の増進、コミュニティの醸成、都市のレジ
リエンスの向上等のグリーンインフラとしての多様な機能を
発揮させていく 

 

① 気候変動対策 ② 生物多様性の確保 ③ Well-being の向上 
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  上位計画との整合性について 

現在、上位計画である第５次川口市総合計画（後期計画）が改訂作業中であり、来年度より令和８年度から１７年度までの新たな第６

次総合計画が策定されます。 
そこで、現時点において改訂される上位計画と現在の緑の基本計画の関連について、以下のとおり整理をいたします。 

 
① 「第６次川口市総合計画」では、指標を「保全緑地指定面積」とし、目標値を「現状値を上回る」とします。 
② 「第６次川口市総合計画」と現行の「第２次緑の基本計画」の指標及び目標値は、令和１１年度施行予定の「(仮称)第３次緑の

基本計画」策定までの令和８年度から令和１０年度の３年間は両立させるものとします。 
③ 「(仮称)第３次緑の基本計画」の指標及び目標値は、策定時にご意見を踏まえ、今後、検討を進めて参ります。 

ア．現行緑の基本計画と現行総合計画の指標値対比

　　　　　　　　　　　目標値
　指標

第５次川口市総合計画(後期)
令和７年度(2025年度)

第２次川口市緑の基本計画
令和１６年度(2033年度)

保全すべき緑地の確保(面積) ２０．０ｈａ ２０．０ｈａ

イ．現行緑の基本計画と新総合計画の指標値対比

　　　　　　　　　　　目標値
　指標

第６次川口市総合計画
令和１７年度(2035年度)

第２次川口市緑の基本計画
令和１６年度(2033年度)

保全すべき緑地の確保(面積)
保全緑地指定面積

現状値を上回る ２０．０ｈａ

ウ．新総合計画と次期緑の基本計画の指標値対比

　　　　　　　　　　　目標値
　指標

第６次川口市総合計画
令和１７年度(2035年度)

(仮称)第３次川口市緑の基本計画
令和２５年度(2043年度)

保全緑地指定面積 現状値を上回る 要検討

 


